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基本協定書の概要 

 

平成２９年１０月１３日に締結する「京都市中央卸売市場第一市場「賑わいゾーン」にお

けるスターツコーポレーション株式会社の事業に関する基本協定書」の概要は次のとおりで

す。 

 

（前文） 

「賑わいゾーン」（現京都市中央卸売市場第一市場水産事務所棟敷地の一部）のあ

る「京都駅西部エリア」は，古くは平安京の南部に位置し，南北に貫く都のメインス

トリート・朱雀大路を中心に，東西の市や鴻臚館などの重要な都市機能が集積した地

域である。 

 今日においても，平安建都１２００年記念事業として整備された梅小路公園をはじ

め，全国初の中央卸売市場として開設した京都市中央卸売市場第一市場や京都リサー

チパーク，商店街，文化・観光施設，寺社，大学といった多彩な地域資源が集積する

とともに，平成３１年春には，ＪＲ嵯峨野線新駅の開業が予定されているなど，京都

の成長戦略を推進し，都市格を高めていくうえで大変重要な地域となっている。 

このエリアの多彩な地域資源をつなげ，京都の新しい賑わいを創出するため，平成

２７年３月に策定した「京都駅西部エリア活性化将来構想」では，京都市中央卸売市

場第一市場の施設整備に伴い生み出される七条通に面した土地を「賑わいゾーン」と

位置付け，その活用に当たっては，至近の距離にあるＪＲ新駅の集客力を最大限にい

かし，京都市中央卸売市場第一市場，商店街等の地域資源との相乗効果を追求するこ

とで，本エリアに更に大きな人の流れを生み出すこととしている。 

「賑わいゾーン」のこのような特性を踏まえ，京都市（以下「甲」という。）とスター

ツコーポレーション株式会社（以下「乙」という。）は，乙が「賑わいゾーン」（以下

「本敷地」という。）において展開する事業を通じて，京都駅西部エリアに新たな賑わ

いを創出し，これが本エリアの活性化，さらには京都全体の大きな飛躍に繋げるため，

パートナーとして誠実に取り組むこととし，次のとおり協定を締結する。 

 

（第１条 趣旨）  

 本協定は，本敷地の活用について，乙が優先交渉権を有する契約候補事業者として

選定されたことを確認するとともに，甲及び乙が相互に協力し，本敷地における事業

施設の設置及び運営を円滑に進めるため，一般定期借地権設定契約（以下「貸付契約」

という。）の締結に向けて，必要な事項を定めるものとする。 

 

（第２条 協定期間） 

 本協定の有効期間は，協定の締結の日から，貸付契約の締結の日までとする。 

 

（第３条 信義誠実の原則） 

 甲及び乙は，信義を重んじ，誠実に本協定を遵守しなければならない。 
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（第４条 協議） 

 甲及び乙は，貸付契約の内容を決定するため，本敷地における具体的な事業計画そ

の他貸付契約の締結に関し必要な事項について協議を行う。 

 なお，協議は，公開しない。 

 

（第５条 法令の遵守等） 

 乙は，甲との貸付契約の締結に向けて，法令を遵守するとともに，地域の自治連合

会，商店街など，周辺住民等の理解を得ることに努め，誠実に取り組まなければなら

ない。 

 

（第６条 貸付契約締結の条件） 

 甲及び乙は，第４条の事項について合意したときは，合意した内容を条件として貸

付契約を締結する。 

 

（第７条 優先交渉権の有効期限） 

 第１条に規定する乙の優先交渉権の有効期限は，平成３０年３月３１日までとする。

ただし，同日までに前条の合意がされていないが，合意できる見込みがあると甲が判

断するときは，この限りでない。 

 

 

 一般的な条項である第８条から第１３条は省略する。 

 

（第８条  土地調査等） 

（第９条  協定の解消） 

（第１０条 協定が解消された場合の費用負担） 

（第１１条 権利義務の譲渡等の禁止） 

（第１２条 秘密の保持） 

（第１３条 定めのない事項） 


